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■新しいまちづくりをするための、国からの借り入れや補助されるお金は、現行の合併特例法にある 
　ような財政の援助はありません。

■合併に関する障害を除去するための特例は引き続き残されます。特例は、合併算定替（※１）、地
　方税の不均一課税（※２）、議員の在任特例（※３）などです。

　※１　合併後、１０年間（その後経過措置は５年間）は普通交付税で支援される。

　※２　合併後、合併市町村の全区域にわたって市町村民税などの税金を同じにした場合、住民に公
　　　平でないと認められる場合については、５年間は旧合併関係市町村の区域の間で別々の税額と
　　　することができる。

　※３　合併関係市町村の議会議員は、２年間在任できる。

��������	
�����������
���������
�

����������	
����������

■構想は、現行の合併特例法の下で合併できなかったが、基礎自治体の規模・能力の充実を図るため、
　なお合併を行うことが期待される市町村を対象。
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合併市町村に限り法人格を有する
タイプ（特別地方公共団体）
※旧市町村単位に合併後、一定期間
設置できる

任意に設置できる制度（一般制度）自治組織の仕組み

合併協議で選出方法を定める（規約
で定める）

市町村長が自治会、町内会、ＰＴＡ、
各種団体など地域の団体からの推
薦や公募に基づき選任する

地域協議会（仮称）の構成員

自主性を尊重区域・名称・事務の範囲など

導入しない公職選挙法による選挙

市町村長が選任地域自治組織の長

地域協議会の構成員は、原則として無報酬報酬
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�市町村内の一定の区域を単位とし、住民自治の強化や行政と住民との協働の推進などを目的とする

　組織として、地域自治組織を市町村の判断によって設置できることとするべきである。
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協働
　協力して
　働く
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　①住民の意向の反映
　②行政と住民等の協力して働く地域づくりの場
　③従来の支所・出張所機能と地域協議会（仮称）の庶務を処理する
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